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３月定例議会で決まったこと

議
会
新
体
制
決
定

　

議
長
に　

小
林　

祥
宏
氏
、

　

副
議
長
に　

関　

誠
一
郎
氏　

就
任

第１回
定例会

　

町
民
の
皆
様
に
は
、
平
素
よ
り
町
議
会
の

活
動
に
対
し
ま
し
て
、
格
別
の
ご
理
解
と
ご

協
力
を
賜
り
、
心
か
ら
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

　

平
成
28
年
第
１
回
定
例
議
会
に
お
い
て
、

議
員
各
位
の
ご
推
挙
に
よ
り
議
長
に
就
任
さ

せ
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
誠
に

身
に
余
る
光
栄
で
あ
り
ま
す
と
と
も
に
、
そ

の
責
務
の
重
大
さ
を
痛
感
し
て
お
り
ま
す
。

　

今
後
と
も
、
議
会
の
果
た
す
べ
き
役
割
を

十
分
認
識
し
、
公
正
か
つ
円
滑
な
議
会
運
営

に
努
め
る
と
と
も
に
、
町
の
発
展
と
町
民
福

祉
の
推
進
に
、
最
善
の
努
力
を
尽
く
す
決
意

で
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、
よ
ろ
し
く
お
願
い
申

し
上
げ
ま
す
。 

　

さ
て
、
地
方
分
権
の
推
進
な
ど
本
町
を
取

り
巻
く
環
境
が
大
き
く
変
わ
り
つ
つ
あ
る
中
、

町
の
財
政
は
、
依
然
と
し
て
非
常
に
厳
し
い

状
況
が
続
い
て
い
ま
す
。  

　

し
か
し
、
そ
う
し
た
中
に
あ
っ
て
も
教
育

や
福
祉
の
充
実
、
さ
ら
に
は
環
境
対
策
、
防

災
対
策
な
ど
多
く
の
課
題
を
着
実
に
推
進
し

て
い
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。 

　

私
た
ち
町
議
会
は
、
従
来
の
慣
例
に
と
ら

わ
れ
る
こ
と
な
く
、
よ
り
一
層
の
創
意
工
夫

と
努
力
を
積
み
重
ね
る
と
と
も
に
、
行
政
当

局
と
の
真
摯
な
議
論
に
よ
り
、
有
効
な
施
策

を
推
進
し
、
諸
課
題
の
解
決
に
全
力
を
尽
く

し
て
ま
い
り
ま
す
。

　

ま
た
、
も
と
よ
り
微
力
で
は
ご
ざ
い
ま
す

が
、
自
ら
研
鑽
を
深
め
、
議
会
の
改
革
、
活

性
化
に
も
努
め
、
町
民
の
皆
様
に
よ
り
一
層

信
頼
さ
れ
る
議
会
を
め
ざ
し
て
ま
い
り
ま
す
。 

　

町
民
の
皆
様
に
は
、
今
後
と
も
町
議
会
の

活
動
や
町
政
に
つ
い
て
、
ご
理
解
と
ご
協
力

を
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

　

平
成
28
年
第
１
回
定
例
議
会
に
お
い

て
、
議
員
各
位
の
ご
推
挙
に
よ
り
副
議

長
に
選
ば
れ
ま
し
た
こ
と
は
、
こ
の
上

な
い
光
栄
に
存
じ
ま
す
。　

　

同
時
に
責
任
の
重
大
さ
も
痛
感
し
て

い
る
と
こ
ろ
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

地
方
創
生
の
時
代
を
迎
え
る
中
、
地

域
経
済
の
活
性
化
や
人
口
減
少
と
少
子
・

超
高
齢
社
会
へ
の
対
応
、
環
境
・
エ
ネ

ル
ギ
ー
問
題
、
さ
ら
に
は
、
東
日
本
大

震
災
の
教
訓
を
踏
ま
え
た
危
機
管
理
・

防
災
対
策
な
ど
多
く
の
課
題
へ
の
取
組

み
は
、
ま
さ
に
「
待
っ
た
な
し
」
の
状
況

で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

こ
う
し
た
中
、
地
方
自
治
体
に
お
け

る
二
元
代
表
制
の
一
翼
を
担
う
城
里
町

議
会
と
し
ま
し
て
も
、
町
民
の
皆
様
の

幅
広
い
ご
意
見
や
ご
要
望
を
町
の
施
策

に
反
映
さ
せ
る
た
め
、
真
摯
に
町
民
の

皆
様
の
声
に
耳
を
傾
け
、
よ
り
一
層
信

頼
さ
れ
、
期
待
さ
れ
る
議
会
と
な
る
よ

う
、
誠
心
誠
意
努
力
し
て
い
く
所
存
で

ご
ざ
い
ま
す
。

　

町
民
の
皆
様
に
は
、
今
後
と
も
議
会

に
対
し
ま
し
て
変
わ
ら
ぬ
ご
理
解
、
ご

協
力
を
賜
り
ま
す
よ
う
お
願
い
申
し
上

げ
ま
す
。

議
長
就
任
あ
い
さ
つ

副
議
長
就
任
あ
い
さ
つ

議　長
 小林　祥宏

副議長
 関　誠一郎
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３月定例議会で決まったこと

３
月
定
例
会
で
決
ま
っ
た
こ
と

▽
城
里
町
特
別
職
の
職
員
で
非
常
勤
の

も
の
の
報
酬
及
び
費
用
弁
償
に
関
す

る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
に

つ
い
て

・
城
里
町
地
域
公
共
交
通
会
議

・
城
里
町
行
政
不
服
審
査
会

・
城
里
町
一
般
廃
棄
物
処
理
施
設
整
備

検
討
委
員
会

・
し
ろ
さ
と
Ｐ
Ｒ
部
長

・
城
里
町
ス
ク
ー
ル
ラ
イ
フ
サ
ポ
ー
タ
ー

の
設
置
に
伴
い
、
当
該
委
員
等
の
報
酬

等
を
規
定

▽
城
里
町
特
別
職
の
職
員
で
常
勤
の
も

の
の
給
与
及
び
旅
費
に
関
す
る
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て

　

町
長
５
％
、
副
町
長
３
％
を
そ
れ
ぞ

れ
減
額
す
る
も
の

▽
城
里
町
教
育
委
員
会
教
育
長
の
給
与
、

勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条
件
に
関
す

る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ

い
て

　

教
育
長
の
給
与
を
３
％
減
額
す
る
も
の

▽
城
里
町
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例

等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て

　

町
職
員
の
給
与
を
平
均
０
・
４
％
、
勤

勉
手
当
を
０
・
１
月
分
引
き
上
げ
年
間

４
・
２
月
分
に
、
又
、
特
別
職
に
つ
い
て

は
期
末
手
当
を
０
・
０
５
月
分
引
き
上
げ

て
年
間
３
・
１
５
月
分
と
す
る
も
の

▽
城
里
町
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す

る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ

い
て

　

非
常
勤
職
員
に
つ
い
て
も
育
児
休
業

と
介
護
休
業
の
取
得
が
で
き
る
よ
う
に

す
る
も
の

▽
城
里
町
証
人
等
に
対
す
る
実
費
弁
償

に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例
に
つ
い
て

　

農
業
委
員
会
の
求
め
に
よ
り
出
頭
し

た
者
に
対
す
る
旅
費
支
給
に
関
す
る
引

用
条
項
を
改
正

▽
城
里
町
使
用
料
及
び
手
数
料
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て

　

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
図
書
室
利

用
カ
ー
ド
再
発
行
手
数
料
及
び
塩
子
運

動
広
場
夜
間
照
明
施
設
廃
止
に
伴
い
手

数
料
を
改
正

▽
城
里
町
国
民
健
康
保
険
税
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て

　

減
免
申
請
期
限
の
変
更
、
暫
定
賦
課

の
廃
止
及
び
各
期
の
税
額
の
不
均
衡
を

平
準
化

▽
城
里
町
立
幼
稚
園
授
業
料
等
徴
収
条

例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て

　

多
子
世
帯
及
び
ひ
と
り
親
世
帯
の
子

供
の
無
料
化
の
範
囲
の
拡
大
及
び
町
単

独
事
業
で
５
歳
児
の
無
料
化
を
実
施

▽
城
里
町
固
定
資
産
評
価
審
査
委
員
会

条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ
い

て
　

審
査
の
申
し
出
等
に
つ
い
て
、
地
方

公
共
団
体
の
条
例
で
規
定
す
る
も
の

▽
城
里
町
消
防
団
員
の
定
員
、
任
免
、

給
与
、
服
務
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て

　

城
里
町
消
防
団
組
織
等
の
改
編
及
び

女
性
消
防
部
の
設
置
に
伴
い
団
員
の
定

数
並
び
に
団
員
任
命
資
格
の
範
囲
の
拡

大
を
す
る

▽
城
里
町
行
政
組
織
機
構
改
革
に
伴
う

関
係
条
例
の
整
理
に
関
す
る
条
例
の
制

条
例
改
正

条
例
制
定
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定
に
つ
い
て

　

行
政
事
務
及
び
行
政
需
要
の
変
化
等

に
鑑
み
、
現
行
の
11
課
３
局
か
ら
13
課

3
局
に
再
編
す
る
た
め
関
係
条
例
の
整

理
に
関
す
る
条
例
を
制
定
す
る
も
の

▽
行
政
不
服
審
査
法
の
施
行
に
伴
う
関

係
条
例
の
整
備
に
関
す
る
条
例
の
制
定

に
つ
い
て

　

審
理
員
に
よ
る
審
理
手
続
き
に
関
す

る
除
外
規
定
の
制
定
、
審
査
請
求
の
手

続
き
及
び
引
用
条
項
番
号
等
を
改
正
す

る
も
の

▽
城
里
町
行
政
不
服
審
査
会
条
例
の
制

定
に
つ
い
て

　

権
限
に
属
す
る
事
項
を
処
理
す
る
た

め
行
政
不
服
審
査
会
を
設
置

▽
城
里
町
行
政
不
服
審
査
法
の
規
定
に

よ
る
提
出
資
料
等
の
写
し
等
の
交
付
に

係
る
手
数
料
に
関
す
る
条
例
の
制
定
に

つ
い
て

　

行
政
不
服
審
査
法
に
規
定
さ
れ
る
提

出
資
料
等
の
写
し
の
交
付
に
係
る
手
数

料
を
徴
収
す
る
た
め

▽
城
里
町
地
方
活
力
向
上
地
域
に
お
け

る
固
定
資
産
税
の
不
均
一
課
税
に
関
す

る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

　

城
里
町
該
当
地
区
に
お
け
る
対
象
業

者
へ
の
固
定
資
産
税
の
不
均
一
課
税
を

実
施
す
る
た
め

▽
城
里
町
移
動
通
信
用
鉄
塔
施
設
整
備

事
業
分
担
金
徴
収
条
例
の
制
定
に
つ
い

て
　

移
動
通
信
用
施
設
及
び
設
備
を
設
置

す
る
事
業
に
要
す
る
費
用
に
充
て
る
た

め
、
事
業
を
行
う
通
信
事
業
者
か
ら
分

担
金
を
徴
収
す
る
た
め
地
方
自
治
法
第

２
２
４
条
の
規
定
に
基
づ
き
条
例
を
制

定
す
る
も
の

▽
城
里
町
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
の
組
織

及
び
運
営
等
に
関
す
る
条
例
の
制
定
に

つ
い
て

　

消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
の
組
織
及
び
運

営
並
び
に
情
報
の
安
全
管
理
に
関
す
る

事
項
に
つ
い
て
、
条
例
で
定
め
る
必
要

が
生
じ
た
た
め

▽
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
の
事
業
の
人

員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
等

の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
の
施
行
に
伴

う
関
係
条
例
の
整
理
に
関
す
る
条
例
の

制
定
に
つ
い
て

　

地
域
密
着
型
通
所
介
護
が
創
設
さ
れ

た
た
め
、
関
係
町
条
例
の
整
理
に
関
す

る
条
例
を
制
定
す
る
も
の

▽
下
水
道
計
画
区
域
外
流
入
に
伴
う
関

係
条
例
の
整
備
に
関
す
る
条
例
の
制
定

に
つ
い
て

　

都
市
計
画
区
域
外
に
お
い
て
は
、
事

業
計
画
区
域
外
の
た
め
、
隣
接
す
る
区

域
外
に
つ
い
て
も
下
水
道
接
続
が
で
き

る
よ
う
条
例
を
整
備

▽
公
の
施
設
の
広
域
利
用
に
関
す
る
協

議
に
つ
い
て

　

広
域
利
用
に
指
定
す
る
公
の
施
設
に

つ
い
て
、
協
議
を
行
う
必
要
が
生
じ
た

た
め
、
地
方
自
治
法
第
２
４
４
条
の
３

項
の
規
定
に
基
づ
き
、
議
会
の
議
決
を

求
め
る
も
の

▽
第
２
次
城
里
町
総
合
計
画
基
本
構
想

の
制
定
に
つ
い
て

　

総
合
計
画
基
本
構
想
を
策
定
す
る
た

め
、
城
里
町
総
合
計
画
策
定
条
例
第
４

条
の
規
定
に
基
づ
き
議
会
の
議
決
を
求

め
る
も
の

３月定例議会で決まったこと

そ
　
の
　
他

　

果
た
し
て
こ
れ
で
利
用
者
の
自
立

支
援
が
な
る
の
か
心
配
だ
。
ま
ず
、

介
護
職
員
が
い
く
つ
も
の
施
設
の
「
か

け
も
ち
」
で
き
る
こ
と
で
、
利
用
者
に

対
す
る
責
任
が
薄
れ
る
と
い
う
心
配

が
あ
る
。
ま
た
、
食
堂
と
機
能
訓
練

室
の
同
室
が
制
度
上
も
認
め
ら
れ
る

こ
と
は
、
利
用
者
の
生
活
上
、
衛
生
上

か
ら
も
問
題
だ
。
さ
ら
に
食
事
料
金

や
地
域
外
利
用
者
の
送
迎
費
用
な
ど

は
別
枠
で
負
担
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、

サ
ー
ビ
ス
内
容
も
施
設
の
事
情
で
変

更
す
る
こ
と
も
予
想
さ
れ
、
そ
れ
は

ま
た
利
用
者
に
不
安
を
抱
か
せ
、
高

齢
者
の
心
身
に
悪
影
響
を
与
え
う
る
。

反
対
討
論藤

咲　

芙
美
子
議
員
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３月定例議会で決まったこと

▽
工
事
変
更
請
負
契
約
の
締
結
に
つ
い

て・
契
約
の
目
的

　

平
成
27
年
度
国
補
橋
維
第
１
号

　
　
　

大
桂
大
橋
耐
震
補
強
工
事

　

期
間
を
延
長

・
変
更
工
事
期
間

　

平
成
27
年
11
月
13
日
〜

　
　
　
　

平
成
28
年
3
月
23
日

　
　
　
　
　

↓

　

平
成
28
年
３
月
24
日
〜

　
　
　
　

平
成
29
年
3
月
24
日

・
契
約
の
相
手

　

東
茨
城
郡
城
里
町

　
　
　
　

大
字
粟
３
３
９

−

２

　
　
株
木
・
豊
島
・
桐
原

　
　
　
　
特
定
建
設
工
事
共
同
企
業
体

・
契
約
の
方
法

　

随
意
契
約

▽
教
育
委
員
会
委
員
の
任
命
同
意

次
の
方
の
任
命
に
同
意
し
ま
し
た
。

　
　

薗
部　

早
苗

　

※
任
期
は
４
年
に
な
り
ま
す
。

▽
城
里
町
監
査
委
員
の
選
任
同
意

次
の
方
の
選
任
に
同
意
し
ま
し
た
。

　
　

薗
部　

一　

　

※
議
員
の
任
期
限
ま
で

▽
城
里
町
農
業
委
員
会
委
員
の
推
薦

　
　

南
條　

治
（
大
字
錫
高
野
）

　
　

桐
原　

健
一
（
大
字
下
圷
）

契
約
の
締
結

同
　
　
意

推
　
　
薦

　

提
案
さ
れ
た
「
総
合
計
画
」
案
は
全

国
ど
こ
の
ま
ち
に
も
当
て
は
ま
る
よ

う
な
総
花
的
内
容
だ
。
そ
の
中
で
道
州

制
や
市
町
村
合
併
を
待
望
し
て
い
て
、

そ
れ
は
行
政
サ
ー
ビ
ス
の
低
下
を
ま

ね
き
地
方
自
治
の
崩
壊
に
つ
な
が
り

か
ね
な
い
。
定
住
圏
自
立
構
想
や
多
核

連
携
型
都
市
構
想
な
ど
の
案
も
業
者

だ
の
み
で
決
し
て
バ
ラ
色
で
は
な
い
。

　

さ
ら
に
「
国
民
保
護
計
画
」
の
名
で

米
軍
や
自
衛
隊
の
行
動
に
よ
っ
て
国

民
の
自
由
や
権
利
の
抑
圧
が
さ
れ
る

危
険
が
あ
る
。
消
防
や
防
災
と
同
列
に

し
て
訓
練
を
強
い
る
の
は
納
得
で
き

な
い
。

反
対
討
論藤

咲　

芙
美
子
議
員

　

平
成
27
年
度
一
般
会
計
補
正
予
算

　

65
歳
以
上
の
低
所
得
者
に
支
払
わ

れ
る
３
万
円
の
一
時
金
に
つ
い
て
は

よ
い
こ
と
だ
が
、
来
年
４
月
か
ら
の
消

費
税
10
％
へ
の
布
石
だ
と
し
た
ら
と

ん
で
も
な
い
こ
と
だ
。
勤
労
者
の
実
質

賃
金
の
低
下
、
消
費
支
出
の
減
少
、
さ

ら
に
年
金
総
額
が
減
ら
さ
れ
、
年
金

ス
ラ
イ
ド
制
も
廃
止
に
な
る
と
高
齢

者
の
暮
ら
し
は
大
変
で
あ
る
。
消
費

税
が
10
％
に
な
れ
ば
、
世
帯
当
た
り

６
万
２
千
円
の
負
担
増
に
な
る
。
消
費

税
10
％
の
手
当
と
し
て
の
一
時
金
は

ま
っ
た
く
筋
違
い
で
あ
る
。
消
費
税
10

％
へ
の
布
石
と
し
て
の
給
付
金
を
含

む
予
算
案
に
は
賛
成
で
き
な
い
。

反
対
討
論藤

咲　

芙
美
子
議
員

　　

平
成
28
年
４
月
１
日
付
け
で
、

鈴
木
貴
司
局
長
が
会
計
課
へ
異
動
に

な
り
、
後
任
と
し
て
阿
久
津
雅
志

局
長
が
配
属
と
な
り
ま
し
た
。

議
会
事
務
局
職
員
の
異
動
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３月定例議会で決まったこと

平成27年度補正予算
一般会計
　総額　103億0,011万円に

特別会計
会　計　名 補正額 補正後の額

国　　保
事業勘定 △2,203万円 29億1,545万円

施設勘定 △498万円 2億4,718万円

後期高齢者医療 △594万円 1億8,179万円

介　　護
保険事業勘定 △2,913万円 19億5,514万円

サービス事業勘定 70万円 512万円

公共下水道事業 △4,732万円 10億9,439万円

農業集落排水事業 △706万円 2億9,521万円

水　　道

収益的収入・支出 △1,599万円 7億3,437万円

資本的収入 1,201万円 3億9,060万円

資本的支出 △2億3,170万円 5億7,500万円

町税	 △4,927万円

地方譲与税	 336万円

地方消費税交付金	 5,107万円

地方交付税	 1億2,056万円

分担金及び負担金	 △3,627万円

国庫支出金	 2億2,107万円

県支出金	 △5,539万円

繰入金	 △1億6,680万円

諸収入	 2,632万円

町債	 △2,530万円

歳入の主なもの（町に入るお金）

議会費	 △399万円
総務費	 4,138万円
民生費	 1億7,541万円
衛生費	 △4,195万円
労働費	 △283万円
農林水産業費	 △1,121万円
商工費	 1,764万円
土木費	 △1,285万円
消防費	 △128万円
教育費	 △4,951万円
災害復旧費	 △41万円
公債費	 △745万円

歳出の主なもの（町で使うお金）

国庫支出金：国から使い道が決められたお金
繰　入　金：貯金を取り崩して支払いに
　　　　　　あてられるお金
町　　　債：国や銀行などからの借入金

総　務　費：人件費、企画費、財政管理費、
　　　　　　庁舎管理費、消防費、選挙費等
衛　生　費：健診、予防接種など健康推進や
　　　　　　ごみ処理費等
公　債　費：借入金の返済に使うお金

事 業 勘 定：保険給付等の事業費
施 設 勘 定：診療所運営の事業費
保険事業勘定：主に介護保険給付金等の事業費

（千円以下四捨五入）
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３月定例議会で決まったこと

平成28年度予算
特別会計

会　計　名 予　算　額 前年度当初比

国　　保
事業勘定 29億7,149万円 1.5％

施設勘定 4億8,998万円 95.5％

後期高齢者医療 1億8,668万円 △0.6％

介　　護
保険事業勘定 19億869万円 5.1％

サービス事業勘定 440万円 △0.5％

公共下水道事業 9億8,905万円 △9.7％

農業集落排水事業 2億7,359万円 △8.2％

水　　道

収益的収入・支出 7億4,425万円 △0.8％

資本的収入 919万円 △97.6％

資本的支出 6億3,098万円 △21.8％

平
成
28
年
度
第
１
回

城
里
町
臨
時
会
が
召

集
さ
れ
、
次
の
案
件

を
審
議
し
、
原
案
通

り
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

第１回
臨時会

　

大
桂
大
橋
補
強
工
事
は
住
民

生
活
上
、
早
急
な
完
成
大
桂
大

橋
補
強
工
事
は
住
民
生
活
上
、

早
急
な
完
成
が
待
た
れ
る
。
交

付
金
の
運
用
を
め
ぐ
っ
て
の
町

側
の
対
応
や
設
計
見
直
し
な
ど

の
努
力
を
労
い
た
い
。
こ
の
工

事
入
札
に
３
Ｊ
Ｖ
が
参
加
し
た

が
、
落
札
し
た
Ｊ
Ｖ
の
落
札
率

は
99
・
06
％
と
い
う
異
常
な
高

さ
だ
。
ま
た
、
落
橋
工
事
も
そ

の
Ｊ
Ｖ
が
入
札
も
な
く
受
け
て

い
る
の
は
不
可
解
で
あ
る
。
落

橋
工
事
が
際
限
な
く
膨
ら
ん
で

い
く
の
を
懸
念
す
る
。
し
か
し

な
が
ら
、
こ
の
工
事
は
住
民
生

活
上
欠
か
せ
な
い
。
以
上
の
点

を
指
摘
し
賛
成
討
論
と
す
る
。

賛
成
討
論

藤
咲　

芙
美
子　

議
員

（千円以下四捨五入）

▽
工
事
変
更
請
負
契
約
の
締
結
に

つ
い
て

・
契
約
の
目
的

　

平
成
27
年
度
国
補
橋
維
第
１
号

　

大
桂
大
橋
耐
震
補
強
工
事

・
変
更
請
負
金
額

　

３
億
７
、４
７
６
万
円

　
　

↓
増

　

２
、３
７
６
万
円

《
総
額
》

　

３
億
9
、
８
５
２
万
円

・
契
約
の
相
手

　

東
茨
城
郡
城
里
町

　
　
　
　

大
字
粟
３
３
９

−

２

　
　
株
木
・
豊
島
・
桐
原

　
　
特
定
建
設
工
事
共
同
企
業
体

・
契
約
の
方
法

　

随
意
契
約
に
よ
る
契
約

契
約
の
締
結

平
成
28
年
度
一
般
会
計
予
算

　

全
体
と
し
て
自
主
性
を
欠

い
た
予
算
案
で
あ
る
。
マ
イ

ナ
ン
バ
ー
制
度
は
ま
だ
未
登

録
者
も
多
い
と
聞
く
。
制
度

に
対
す
る
危
惧
が
あ
る
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
性
急
な
実
施

を
案
ず
る
。
地
方
創
生
の
名

で
地
方
自
治
、
住
民
自
治
が

侵
さ
れ
る
方
向
が
示
さ
れ
て

い
る
。
高
齢
者
福
祉
で
は
、

も
っ
と
自
治
体
ほ
ん
ら
い
の

役
割
を
果
た
す
べ
き
で
、
こ

れ
で
は
高
齢
者
の
生
活
は
ま

す
ま
す
圧
迫
さ
れ
か
ね
な

い
。
旧
七
会
中
学
校
の
利
用

計
画
に
つ
い
て
こ
れ
ま
で
議

会
に
な
ん
ら
相
談
は
な
く
、

設
計
費
の
５
０
０
万
円
も
適

切
か
ど
う
か
検
討
し
よ
う
も

な
い
。

反
対
討
論

藤
咲　

芙
美
子
議
員
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◎委員長　　○副委員長

常 任 委 員 会
総務民生常任委員会 教育産業常任委員会

まちづくり戦略課、総務課、町民課、財務課、
税務課、健康保険課、長寿応援課、福祉こども課、
会計課、議会事務局所管に関する事においての
行政一般、調査及び議案、請願、陳情等の審査
を行います。

農業政策課、都市建設課、下水道課、教育委員会、
農業委員会、水道課所管に関する事においての
行政一般、調査及び議案、請願、陳情等の審査
を行います。

◎阿久津　則　男 ○片　岡　藏　之
　根　本　正　典 　小松﨑　三　夫
　杉　山　　　清 　南　條　　　治
　小　林　祥　宏

◎三　村　孝　信 ○薗　部　　　一
　小　圷　　　孝 　鯉　渕　秀　雄
　桐　原　健　一 　関　　　誠一郎
　河原井　大　介 　藤　咲　芙美子

議会運営委員会 議会広報委員会
議会の円滑な運営を図るために設置されている
委員会で、会期の決定など議会運営に関する
ことなどを協議します。

規程により設置されている委員会で、議会の
様子をお知らせするため、年４回「議会だより」
の編集を行います。

◎小　圷　　　孝 ○南　條　　　治
　小松﨑　三　夫 　杉　山　　　清
　阿久津　則　男 　河原井　大　介
　三　村　孝　信

◎関　　　誠一郎 ○藤　咲　芙美子
　桐　原　健　一 　阿久津　則　男
　河原井　大　介 　薗　部　　　一
　片　岡　藏　之

一部事務組合議会・広域連合議会
一部事務組合は、複数の普通地方公共団体が、行政事務の一部を共同で行うことを目的として設置
する組織で、広域連合は、多様化した広域行政需要に効率的に対応するとともに、国からの権限移
譲の受け入れ体制を整備する目的で設置する組織です。いずれの組織にも議会が設置されており、
議員は構成自治体の議会から選出されます。

笠 間 地 方 広 域 事 務 組 合 議 会 　河原井　大　介　　　藤　咲　芙美子

水戸地方農業共済事務組合議会
　根　本　正　典　　　三　村　孝　信
　片　岡　藏　之

茨城県後期高齢者医療広域連合議会 　杉　山　　　清

各委員会・一部事務組合議会等構成
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審議した議案と各議員の賛否

議　員　名

議　案　名

藤
咲
芙
美
子

片
岡
　
藏
之

薗
部
　

一

三
村
　
孝
信

河
原
井
大
介

関
　
誠
一
郎

阿
久
津
則
男

桐
原
　
健
一

小
林
　
祥
宏

南
條
　

治

杉
山
　

清

小
松
﨑
三
夫

鯉
渕
　
秀
雄

根
本
　
正
典

小
圷
　

孝

城里町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償
に関する条例の一部を改正する条例について

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議

長

の

た

め

採

決

に

加

わ

っ

て

い

な

い

○ ○ ○

城里町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関す
る条例の一部を改正する条例について

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

城里町教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務
条件に関する条例の一部を改正する条例について

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

城里町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例
について

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

城里町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する
条例について

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

城里町証人等に対する実費弁償に関する条例の一部を改
正する条例について

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

城里町使用料及び手数料条例の一部を改正する条例につ
いて

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

城里町国民健康保険税条例の一部を改正する条例について ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

城里町立幼稚園授業料等徴収条例の一部を改正する条例
について

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

城里町固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条
例について

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

城里町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条
例の一部を改正する条例について

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

城里町行政組織機構改革に伴う関係条例の整理に関する
条例の制定について

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整備に関する条
例の制定について

× ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

城里町行政不服審査会条例の制定について × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

下水道計画区域外流入に伴う関係条例の整備に関する条
例の制定について

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

公の施設の広域利用に関する協議について ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

第２次城里町総合計画基本構想の策定について × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

平成27年度城里町一般会計補正予算（第７号）について × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

平成27年度城里町国民健康保険特別会計補正予算（第２
号）について

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

平成27年度城里町後期高齢者医療特別会計補正予算（第
１号）について

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

平成27年度城里町介護保険特別会計補正予算（第３号）
について

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

審議した議案と各議員の賛否
　第１回定例会の議案等の表決を、賛成は○、反対は×で表示してあります。
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審議した議案と各議員の賛否

議　員　名

議　案　名

藤
咲
芙
美
子

片
岡
　
藏
之

薗
部
　

一

三
村
　
孝
信

河
原
井
大
介

関
　
誠
一
郎

阿
久
津
則
男

桐
原
　
健
一

小
林
　
祥
宏

南
條
　

治

杉
山
　

清

小
松
﨑
三
夫

鯉
渕
　
秀
雄

根
本
　
正
典

小
圷
　

孝
平成27年度城里町公共下水道事業特別会計補正予算（第
２号）について

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
議
長
の
た
め
採
決
に
加
わ
っ
て
い
な
い

○ ○ ○

平成27年度城里町農業集落排水事業特別会計補正予算
（第３号）について

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

平成27年度城里町水道事業会計補正予算（第２号）について ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
平成28年度城里町一般会計予算について × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
平成28年度城里町国民健康保険特別会計予算について × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
平成28年度城里町後期高齢者医療特別会計予算について × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
平成28年度城里町介護保険特別会計予算について × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
平成28年度城里町公共下水道事業特別会計予算について × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
平成28年度城里町農業集落排水事業特別会計予算について × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
平成28年度城里町水道事業会計予算について × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
工事変更請負契約の締結について ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
城里町教育委員会の委員の任命につき同意を求めること
について

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

城里町議会委員会条例の一部を改正する条例について ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
城里町監査委員の選任につき同意を求めることについて ○ ○ ○ × ○ ○ ○ × × ○ ○ ○ ×
第１回臨時会
工事変更請負契約の締結について ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

審議した議案と各議員の賛否
　第１回定例会の議案等の表決を、賛成は○、反対は×で表示してあります。
　採決に加われなかった議員は斜線で表示してあります。

傍聴者報告	 第１回臨時会	 （２月10日）　　７人
	 総務民生常任委員会	 （２月22日）　　２人
	 第１回定例会	 （３月８日〜17日まで開催）37人

議会を傍聴しましょう！

日程など詳しいことは議会事務局またはホームページでご確認ください。
TEL.029−288−3111（内線302）　http://www.town.shirosato.lg.jp

次回の定例会は６月７日を予定しております

車イスでの傍聴もできます。


